
大
市
岡
旬
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六
日
一
一
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1-um4
帽
卿
眉
現
物
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内
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開
制
一
個
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捨

醐

器

取

百

貨

応

税

論

我
闘
即
時
生
命
保
険
業
山
首
唱

経
漕
静
墜
さ
純
清
動
向
学

脇

町

悼

珊

地
相
の
改
正
そ
ん
川
ず

担

肌

常

沌

景
気
盛
動
ご
日
本
資
本
主
義
の
授
生

預
金
通
貨
の
遺
出
話
通
説
中
」
新
説

明
治
政
府
の
管
附
金

雄
相

4

錦
昧

組
制
逸
肢
業
の
現
脱

「
調
」
げ
財
源
」
の
芯
義
に
就
て
・

経
済
統
計
碕
間
際
僚
約
に
就
て

禁
融
制
度
じ
っ
し
下
て
-

近
着
外
国
経
漕
雑
誌
主
要
論
題 11: 

Jt 
品目

法

事

博

士

文

明

悼

'
k

文
開
閉
博
士

相
川
市
昨
『
叶
J

料
消
問
中

1

純
情
同
十
士

組
叫
川
問
中
士

純

前

串

士

組

向

車

士

加
山
川
県
十
一

判

決

棋

士 {
H
H
 

事事

E車

本:三神

田浦戸
It: 
大J);]正

郎行雄

rJ" 

阿
ノc

t!) 

谷

口

古

彦

小
川
一
耐
太
郎

古

川

秀

治

八

木

芳

之

助

中

川

県

之

助

・I

ト
r

h

1

1a
斗

ノ

れ

同

本

清

治



時

論

地
租
mu
改
正
を
論

f

第
二
十
九
巻

五コ一

o

第
四
時
珊

五
ノ、

暗

論

im 
租

0) 

改

正

彰

諭

ず

抄

I~J ":'[1 

Jíl~ 

第

委
譲
問
題
ご
賃
貸
債
格
問
題

地
租
は
池
去
に
於
て
は
、
財
政
投
入
の
楳
幹
を
な
し
、
か
の
プ
イ
タ
オ
P
ラ
ッ
ト
の
町
明
者
の
如
註
は
地
租
心
み

を
以
て
税
税
制
度
骨
粗
立

τる
事
セ
主
張
し
、
且
つ
努
力
し
て
ゐ
た
程
で
あ
る
。

プ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
地
租
箪

一
一
諭
は
暫
〈
之
を
お
〈
ぜ
す
る
も
、
農
業
中
心
の
国
家
に
於
て
地
祖
の
重
要
な
る
事
は
何
人
も
疑
は

F
る
所
で
ゐ

ら
う
。
例
を
我
幽
財
政
に
芭
つ

τ見
る
じ
、

日
清
日
露
の
雨
戦
争
の
巨
額
の
戦
費
は
・
会
〈
池
和
の
税
率
に
手
心

を
加
ふ
る
事
に
よ
っ
て
始
め
て
得
ら
れ
た
の
で
ゐ
っ
て
.
助
意
味
に
於
て
は
我
闘

ω地
租
は
英
国
の
所
得
税
正
岡

H
U
〈、

一
回
幽
財
政
の
玉
手
箱
ゆ
嗣
酬
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
、
時
勢
は
漸
〈
移
hJ
財
政
上
に
於
け
る
地
租

の
影
が
拍
車
々
務
く
な
っ
て
来
た
事
は
、
次
の
表
の
一
本
す
が
如
〈
で
ゐ
る
。



II~ 事l牧入車1 之利祉推入合計聞

と由比較在(可il.{lr千悶)
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第一友

地羽1~\(入町|机税位入合計制

43，425 I 67，203 

l主.!F 

71，294 

71，286 

126，031 44，861 32 

1('14.362 60，939 37 

823.4-07 S5，slk; 42 

843，708 74白925大正 3

1>72，385 73，754 

B87，237 

42.161 

3D，2日1

897，582 

71，!}G() 

6B，1i20 

E則7合17

22 

27 

8 

昭和 4(山知)

13 

第
一
中
高
に
表
は
れ
た
る
が
如
〈
、
地
利
は
日
清
日
露
の
雨
戦
守
的
常
時
仁
あ
っ
て
は
、
我
租
税
収
入
の
最
大
部

分
を
占
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
共
後
、
欧
洲
大
戦
的
粕
川
市
ご
し
て
所
得
税
ご
酒
税
正
に
其
の
地
位
を
奪
は
れ
、

今
日
に
於
て
は
闘
枕
・
砂
糖
泊
袋
枕
の
後
陛
を
拝
せ
ん
ど
す
る
ま

に
立
至
っ
た
の
で
ゐ
品
。
岡
松
ご
[
て
の
地

租
が
仲
張
カ
を
欠
吉
、
財
政
の
進
述
に
拘
ら
す
依
然
六
千
高
副
長
を
維
持
せ
る
結
果
正

L
て
、
道
府
腕
及
び
市
町

村
が
地
租

μ
謝
L
、
本
枕
以
上
の
附
加
税
を
謀
し
、
従
て
地
租
の
重
心
は
凶
家
を
離
れ
て
地
方
削
般
に
移
っ
て
ゐ

る
布
慌
で
心
る
。
議
に
過
去
の
枕
た
る
地
租
に
新
し
き
内
容
を
盛
ら
ん
ご
し
て
、
栂
々
の
改
正
意
見
が
行
は
れ
て

日年

2命

地
組
。
改
正
を
諭
ず

第
二
十
九
谷

第
四
腕

:Jl 
ゴし

ヨ王



'1' 

論

地
租

ω
改
正
世
論
ず

第
二
十
丸
谷

五:

第
四
腕

/、。

ゐ
る
o
第
一
は
、
地
租
の
課
税
主
髄
h
T
同
家
よ
り
市
町
村
仁
移
古
ん
記
す
る
の
主
張
で
ゐ
っ
て
、
地
組
委
議
論
は

恰
も
此
問
題
じ
胸
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
o

地
組
改
正
の
第
二
の
考
は
、
課
税
主
憧
は
現
欣
維
持
ご
し
、

地
租
其
白

身

ω課
税
制
附
準
を
改
め
ん
と
す
る
の
で
ゐ
る
。
郎
ち
地
租
り
課
税
標
準
を
地
慣
に
求
め
宇
し
て
、
土
地
賃
貸
倒
格

を
採
用
せ
ん
正
す
る
の
で
あ
っ
て
掴
土
地
賃
貸
倒
裕
問
題
己
稀
せ
ら
る
、
も
の
は
之
で
ゐ
る
o
以
上
二
方
策

ω
い

づ
れ
を
採
則
す
べ
き
か
・
又
以
一
同
者
ey並
刷
用
す
べ
き
か

ω献
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
解
決
を
必
要
一
己
す
る

ω
で
ゐ

る
。
然
仰
い
V
」
も
地
机
義
一
品
同
期
は
巴
に
論
じ
識
さ
れ
、
現
貨
の
問
題
ご
し
て
は
事
ん
土
地
賃
貸
倒
桁
問
闘
が
辿
切

ご
な
っ
て
ゐ
る
、
以
下
土
地
賃
貸
欄
格
問
胞
を
中
心
ピ
し
て
地
税
の
改
正
を
論
十
る
事
ざ
す
る
」

第

課
税
標
準
ミ

L
て
の
地
債

地
租
の
制
剛
枕
標
準

一
献
に
地
租
ピ
云
っ
て
も
稀
々
の
内
容
を
布

L
て
ゐ
る
。
第
一
は
土
地
よ

h
の
牧
盆
に
謝
し
、
所
得
税
を
課
す

る
ピ
共
仁
、
夏
に
財
産
牝
盆
重
課

ω精
一
柳
に
基
き
牧
盆
校
正
し
て
の
地
租
を
訓
附
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
一
般

財
産
税
の
一
部
を
な
す
地
租
で
あ
る
、
。
蓋
し
土
地
は
不
動
産

t
し
て
私
有
財
産
の
重
一
接
な
る
部
分
を
な
す
も
の
な

る
が
故
仁
、

一
般
財
産
税
は
蛍
然
、
財
産
税
ご

L
τ
白
地
租
を
理
想
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
一
般
所
得
税
の
範

園
内
に
於
け
る
地
租
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
思
ム
仁
不
動
産
所
得
は
私
入
所
得
の
少
な
か
ら

F
る
部
分
を
構
成



す
る
も

ωな
る
が
放
に
、

一
般
所
得
税
の
中
に
は
地
租
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
我
国
の
地
机
は
、
此
三
穂

ω

地
机
の
中
の
第
一

ωも
ω
に
・
崩
し

τゐ
る
。
故
に
地
租
の
諜
枕
標
準

ω改
正
を
論
す
る
に
あ
た
b
て
も
、
牧
{
盈
税

ご
し
て
の
地
租
を
前
提
ご
し

τ、
理
論
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牧
盆
枕
Z
し

τの
地
租
が
、
土
地
よ
ち
の

政
(
唯
を
枕
一
蹴
記
す
る
一
母
は
明
ら
か
で
ゐ
る
が
、
共
土
地
仁
関
す
る
収
盆
を
算
定
し
課
税
す
る
仁
川
品
h
、
棋
盤
・
4T如

何
な
る
方
面
に
求
め
る
か
ご
な
る
ご
、
問
題
が
融
税
桜
準
に
関
聯
す
る
事
正
な
る
。
地
杭
の
拠
枕
M
M
貼
や
り
定
的
方

は
土
地
術
指
主
義
(
の
日
え

11)
芭
土
地
牧
盆
主
義
(
何
同
百
四
ω
同
区
間

ZE)
苫
の
二
つ
に
大
川
せ
ら
れ
る
。
附
し
て

1お

の
上
地
借
鳩
山
り
算
定
は
、

是
主
上
自

HY司
望
企
-
上
品
て
く
、

t
-
干

l
'
E
ι
a
tノ
h
川
引
も
引

式
立
上
山
上

h
E
f
b
主
主
一
r
K
1塩
川
H
b

!
t
:
I

唱

f
一

，

H
j
J
4
J
1
3
1
4

に
還
元

L
て
之
を
定
め
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
Bh
ば
我
国
の
地
租
の
課
税
標
準
は
第
一
的
土
地
償
給
主
義

に
基
づ
り
る
か
、
又
は
第
二
の
土
地
牧
盆
主
義
に
依
れ
る
か
の
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
泊
。

現
行
地
祖
ピ
地
価
闘

我
凶
の
現
行
地
視
の
椴
嫁
法
規
を
明
ら
か
に
す
る
に
嘗
つ

τは
、
遠
く
明
治
六
年
七
月
鋭
二
七
二
披
布
告
地
相

改
正
保
例
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
o

同
僚
例
に
よ
れ
ば
、
地
租
の
課
税
標
準
ご
し
て
は
地
慣
を
採
用
し
、
而
し
て
地

債
の
算
定
は
次
の
方
法
に
よ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

川
地
一
一
比
歩
の
牧
獲
を
殺
代
に
よ
り
て
金
銭
に
換
算
し
た
る
も
り
を
鰍
牧
入
と
し
、
北
ハ
巾
よ
り
稲
、
籾
.
肥
代
(
綿
牧
入
山
一
一
剖
五
沙
と
法
定
す
)
地

組
(
地
梢
百
八
却
ノ
一
ニ
)
止
び
村
入
抗
(
地
租
五
分
ノ
二
主
控
除
し
た
る
残
創
世
純
牧
薩
と
し
、
之
宮
一
定
白
刺
山
中
に
よ
り
泣
一
五
L
て
地
倒
を
-
ん
む
ロ

時

言首

地
租
の
改
正
世
論
ず

第
一
一
十
丸
山
甘

五
二
一
三

第
四
抗



時

論

地
組
内
改
正
生
前
ず

銘
ニ
十
九
谷

五

日月

部
削
批

的
も
地
租

ω課
税
棋
準
が
地
胴
聞
に

L
1
・
地
舗
が
か
〈
の
如
き
内
裂
を
有

L
て
ゐ
る
ご
せ
ば
、
我
酬
の
地
租
的
課

税
械
準
は
第
一
の
土
地
問
恨
格
主
義
に
よ
っ
た
も

ω
で
ゐ
っ
て
、
而
も
共
土
地
債
格
な
る
も
の
は
、
貨
同
貝
傾
絡
に
非

す
し

τ、
牧
盆
を
進
一
見
し
1
之
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
ご
一
五
ム
事
が
出
来
る
。

地
倒
的
算
定
以
大
事
業
は
る
が
政
仁
、
明
治
七
人
年
の
附
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

tf
の
完
成
し
た
の
は
、

m州
宅
地
に
ぬ
ム
り
て
は
明
治
九
十
繭
年
的
問
仁
し
1
、
山
林
原
野
崎
一
吋
H
H

糊
〈
明
治
十
四
年
な

hEA--ロ
ム
有
U
M
で
め

る
o

か
〈
の
如
〈
多
年
の
歳
月
を
費
し
定
め
た
る
山
岡
聞
な
る
も
の
も
、
純
晴
樹
界
的
一
畿
展
に
件
ひ
、
時
勢
に
通
せ

5

る
も
の
己
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
共
結
果
、
次
の
過
渡
的
救
済
策
が
議
も
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
は
地
価
倒
的
修

正
で
あ
っ

τ、
他
は
差
別
的
税
率
の
採
別
で
あ
る
。
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地
心
地
仰
を
酔
正
す
)

一
明
泊
二
一
十
八
年
蕊
誌
一
腕
(
市
街
宅
地
:
地
情
川
分
の

一
二
+
錦
、
郡
材
宅
地
:
地
伺
百
分
ω
λ
筒
、
拠
出
他
山
土

一
地
地
個
訂
分
の
伝
的
h
分
)

↑l
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
i
-
-
l
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
-

一
明
泊
四
十
二
一
年
以
伴
第
一
批
(
宅
地
‘
地
仰
山
分
の
二
悩

一
中
、
岡
山
地
問
刊
分
自
凶
伯
士
、
其
山
他
山
土
地
地

倒
百
分
自
「
札
泊
中
一

明
拍
一
-
一
十
七
年
法
判
節
三
税
(
市
街
宅
地
地
慨
百
分
の

凡
筒
、
郡
村
宅
地
地
倒
百
分
内
六
箇
.
共
の
他

u
f
地

.
・
地
倒
百
分
自
問
筒
一
一
一
分
)

大
正
:
一
年

H
へ
川
畑
-
-
地
倒
河
分
山
川
筒
刊

地
机
叫
地
問
山
仁
税
率
を
来
じ
て
算
定
せ
ら
る
、
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、

地
仰
の
不
公
平
は
共
自
身
で
救
憐
し
符
る

正
共
に
、
同
時
に
税
率

ω
方
而
に
於
て
も
之
を
訂
正
す
る
事
が
山
市
ゆ
る
o

か
(
の
如
〈
凹
州
地
附
悶
及
び
宅
地
地
似

を
修
正

L
、
同
時
に
市
街
宅
地
、
郡
村
宅
地
、
町
州
北
一
他
的
土
地
等
仁
分
も
て
差
別
的
税
率
を
ほ
ど
こ
し
た
る
に

拘
ら
す
・
地
倒
な
る
も
の
は
遂
じ
取
幾
百
れ
・
質
際
経
済
制
介
ご
は
線
内
泣
い
も
の
ご
な
っ
て
し
ま
っ
た

ω
で
ゐ

る
Q

北
(
山
り
質
例
正
し

τ・
米
米
山
川
仁
於
り
る
宅
地
山
に
つ
き
翼
民
倒
椅
己
賃
貸
倒
絡
正
地
倒
正
に
附
す
る
棋
本
副

査

ω
数
字
を
主
税
局
統
計
年
報
沓
よ
hd
引
別
し
、
第
二
表
合
得
た
の
で
ゐ
る
。

U年

品l旨

地
租
の
改
正
を
前
ず

第
二
十
カ
を

五
三
五

都
円
批



II'J 

論

地
利
の
改
正
を
論
ず

弟
二
十
九
谷

五
三
大

第
四
抗

，、
佐司

3l0;Uf.fに於ける宅地のl;i民{回帰と

賃貸倒怖i.1也他企白11:齢者 (市位阿}

一 一 -
f三 IJこf114j血いい部地下等地

明治 441 2[，0帥 8，7001 叩

45 1 :H，sOO 1 S，7C日 165

大，c. 2 I ~rrパ刊o 1 H，700 1 165 

3 1 :l7，000 1 8，700 1 200 

4 I ~~，!， OOO I 9.000 I 250 

5 I :H.OOO I 9，000 I 250 

6 1 :J4，500 1 12ρ00 1 2月0

7 1 :W，OOO 1 12，000 1 320 

81 叫 0001 19，600 1 4，0 

9 1 !l0，000 1 24，000 1 480 

1川 10日，0001 30，00日!lOO
--1一一一一一↓ ト一 一一一一一一一|

明治 441 人間71 225 1 月

4可.1，1101 225 1 15 

大正引 ll，223 I 225 I Hi 

31 1:，2¥13 1 2251 15 

4 I 1~ ， ml3 ， 225 I 14 

5 1 J ， 2~3 1 360 1 14 

6 1 1，440 1 480 1 14 

γ 1，5(10 I 480 I 17 

8 1 1，605 680 1 22 

9 1 1，605 1 800 I 22 

10 1 1，81.51 J，400 I 36 

一一一一一明泊 441 10，20川 2，2即 日O

45 1 ゲ|ゲ，

大.iE 21 ゲ|ゲ

3 I 1.1 /.1 "/ 

41 ゲ|ゲゲ

引ヶ|イ F 

61 ク"

引ゲ"ゲ

81 ク l 〆'./ 1.1 

9 I 11 ".1 1.1 

H川ヴ|ゲ ゲ

一 一

第二去

1:t 

民

{酉

持

貨

貸

償

4骨

よ血

H'j 

第
二
表
に
上
等
地
正
一
五
ふ
の
は
以
来
市
H
本
橋
幅
下
根
町
・
中
等
地
は

H

伽
布
阪
仲
ノ
町
、
下
等
地
は
東
京
府
下

北
多
臨
時
郡
調
布
町
凶
側
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
よ
り
大
正
十
年
に
至
る
過
去
十
一
年
間
に
つ
い
て
見
る
に
、
責

買
冊
倒
格
は
上
等
地
‘
中
等
地
、
下
等
地
仁
つ
い
て
そ
れ
舟
¥
岡
山
加
し
、
一
二
倍
千
E
な
h
、
六
位
し
、
賃
貸
欄
格
仁

於
て
は
二
俗
、

二
仰
せ
る
仁
拘
ら
守
、

地
価
慣
は
依
然

E
L
て
奮
の
如
〈
で
あ
る
。
訟
に
釘
付
け
の
土
地
繍

格
主
義
の
地
舗
の
代
り
に
、
土
地
牧
盆
主
義
を
課
税
標
準
に
採
用
せ
ん
ご
す
る
要
求
が
起
る
の
で
あ
る
。



第

賃
貸
債
格
主
義

賃
貸
債
格
の
調
査

土
地
牧
盆
主
義
に
廿
事
、
喝
さ
、
課
税
標
準
を
定
め
ん
ご
せ
ば
賃
貸
債
格
を
謀
税
楳
準
に
ご
る
事
が
、
最
も
趨
常
な
る

方
法
で
あ
る
。
現
に
明
治
四
十
三
年
の
一
宅
地
樹
修
正
の
際
の
如
き
・
原
則
己

L
t
、
賃
貸
倒
物
的
十
仰
い
を
以
工
地

州
制
ご
定
む
る
事
ピ
な
っ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
賃
貸
問
問
格
主
義
が
現
行
地
租
の
一
部
に
喰
入
っ
て
ゐ
る
の
そ
知
る

の
で
あ
る
o

か
く
て
市
街
地
に
う
レ

τは
四
十
三
年
の
制
査
で
賃
貸
樹
絡
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
っ
た
o

夏
に
大
正
七
年
よ
ら
九
年
に
至
る
一
一
一
今
年
に
於
て
は
、
回
畑
に
闘
す
る
賃
貸
岡
崎
格
の
準
備
調
査
が
行
は
れ
た
の
で

あ
る
o

か
〈
的
如
〈
地
租
の
課
税
M
M
準
が
土
地
債
格
主
義
よ
り
土
地
牧
盆
主
義
に
移
ら
ん
ピ
す
る
此
の
趨
勢
は
‘

大
正
十
五
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
四
十
五
枕
土
地
賃
貸
便
秘
調
査
法
及
び
昭
和
二
年
三
月
三
十
日
法
律
第
一
六

娩
土
地
賃
貸
伺
椛
訓
査
委
員
曾
法
に
よ
り
て
共
鰻
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
内
抽
省
所
管
臨
叫
部
決
算
を
見
る
に
、
大
正
十
五
年
度
仁
は
錦
ニ
款
第
十
四
項
に
三
、
八
九
八
、
五
一
二
一
回
、
昭

和
二
年
度
に
は
第
二
款
第
十
一
一
岐
に
六
、

O
九
四
二
三
五
回
を
計
上
!
一
、

都
合
一
千
肉
闘
の
経
費
を
支
出

L
て、

我
が
杢
闘
に
渡
る
土
地
賃
貸
煩
格
を
調
査
し
た
凶
で
ゐ
る
。
賃
貸
償
格
の
定
義
ご
し
て
は
「
貸
主
が
会
謀
、
修
繕

袋
、
主
他
土
地
の
維
持
に
必
要
な
る
経
費
を
負
鎗
す
る
俊
件
を
以

t
之
を
賃
貸
す
る
場
合
に
於
て
、
貸
主

ω一
枚
得

時

論

地
租
由
政
正
を
論
ず

第
二
十
丸
谷

五一一一七

第
四
枕

/、
Ji 



時

前

地
租
円
改
正
を
前
ず

第
二
十
丸
山
官

五
三
λ

第
四
抗

、-、
F
r
'
 

す
べ
き
金
額
を
一
五
ム
」

ご
一
五
ム
車
三
な
っ
て
ゐ
る
が
、
街
、

次
の
四
貼
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
、
大
正

I
五
年
間

H
一一
H
叫
北
山
地
租

E
識
す
べ
き
4
J
地
舟
部
に
つ
き
行
ふ
。

二、

j
地
一
位
ど
と
に
制
査
せ
ず
‘
各
地
口
に
う
き
っ
北
地
白
川
出
制
削
す
る
師
岐
」
ご
と
に
定
む
。

川
州
内
賃
貸
倒
刊
仰
は
、
大
年
十
五
年
間

H
-
日
よ
り
叶
非

L
E
U
桔
五
年
川
の
平
均
小
作
科
に
よ
る
。

山
、
出
地

ω
江北
H
倒
柿
U
、
ト
八
正
十
五
年
制
川
一
一
川
の
叫
出

ιよ
り
一
ヶ
年
分
配
社
掠
ナ
。

ピ
一
五
ふ
り
が
、
所
制
土
地
賃
貸
償
給
の
意
此
で
め
る
ω

制
附
税
棋
準
の
品
世
翼

土
地
賃
貸
例
検
の
調
査
は
法
規
上
は
盟
・
に
北
(
白
身
を
目
的
ご
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
り
で
ゐ
る
が
‘
然
L
資
質
上

よ
h
考
ふ
れ
ば
.

H

旧
公
樹
格
の
調
査
は
課
税
標
準
の
幾
瓦
を
強
想
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
放
に
英
内
袋
は
か
な
り

ω賞
質
的
志
議
含
有
し
て
ゐ
る
。

大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
在
の
土
地
賃
貸
伺
絡
の
内
容
に
闘
し
て
は
、

一
向
材
料
が
会
け
に
せ
ら
れ

τゐ
な
い

か
ら
、
法
城
な
が
ら
碓
貨
な
る
資
料
を
利
用
す
る
事
が
山
家
な
い
。
滋
に
は
各
府
燃
の
中
等
地
を
z
h
・そ
の
地

同
個
ご
賃
貸
倒
格
己

ω閥
係
数
を
訓
査
し
、
以
て
我
岡
現
時
の
賃
貸
一
倒
椅
の
内
容
を
明
ら
か
じ
せ
ん
ご
し
た
の
で
あ

る
O

明
治
問
十
回
年
正
昭
和
二
年
度
正
の
数
字
を
比
牒
し
、
過
去
十
七
年
聞
の
謎
化
を
示
し
た
の
が
第
三
表
、
第

図
表
、
第
五
去
で
あ
る
o

但
L
都
〈
ロ
に
よ
り
道
府
腕
の
中
、
北
海
道
、
沖
細
牒
の
一
一
つ
は
之
を
除
〈
事
ご
し
た
。



一
一
附
一
岨
同
日
出
市
白
印
刷
回
田
川
町
卸
団
的
制
制
一
出
川
田
一
山
吋
加
朗
印
刷

H
M
m
m
m
m
附
加

m
m町
m
H
n
m
川
町
田
崎
叫

一幽畑一

一
年
一
仕

-L

一
孟
利
一

一
一
二

m
w
m
酬
酬
削
刑
抑
制
刑
制
湖
一
川
…
側
一
川
淵
剛
山
山
一
山
川
棚
問
川
削
脚
棚

M
m
m
側一川

M
M
附
則
叩
剛
一
山
一
川
…
M
M
M
剛
一
川
酬
一
剛

定
一
利
一
蛸
一
初
出
叫
加
諸
制

M
N山
川
崎
品
目
的
錦
町
叫
返
却
時
訂
河
川
品
目
鉛

m
m
m
m
一
出
回
目
加
印
刷
開
山
山
口
州
諸
刊
山
町
お
印
刷
副
一
出
削
創
刊

松

一

一

町

一

仙
一
昭
一
氏
一

i
l
l
l

州
一
両
副
川
川
剖
州
出
剖
剖
剖
剖
引
剖
割
引
叫
矧
削
和
訓
川
副
州
制
出
引
川

M
一

一

剛

一

陥
「
|
卜
川
仁
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
-
-
I
l
l
i
t
-
-
-
l
l
l
i
i
l
l
1
1
1
1
1
1
i
l
!
l
iーー

倒
一
一
幼
一
知
叫
却
制
制
四
町
出
羽
日
向
日
叫
初
制
ね
約
島
町
町
山
崎
山
町
勾
回
目
羽
町
出
釘
剖
向
日
制
崩
白
引
町
釘
印
判
的
自
剖
副
部
町

貸

一

↑

'
U
1

百
一
世
凶
一

辺
一
川
一
」

畑
均
一
切
一
地
一

川

岨

凹

Hr十

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
i
l
i
-
-
l
I
l
l
i
-
-
1
1
I
l
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

附
寸
一
刷
一
出
削
刷
州
問
団
刷
州
刑
制
問
川
附
山
間
剛
山
叫
制
剛
蜘
削
蜘
叫
ん
馴
剛
酬
馴
酬
問
問
削

m
M
M
剛
印
刷
印
刷
酬
訓
川
削
開

山
一
附
一

M
H
H
此
刊
…
此

9
比
釘
口
出
回
即
日
昨
日
目
沼
化
ル

m
g
u
一体

M
M
η
h
u
u
M
M
U
M
M
m
M
日
目

M
M
M
M
M
日
日

泊
一
問
一

ー

一

側

一

日

制

却

認

叫

印

刷

凶

器

ZUUMm町
号

室

話

引

ω訓
話
引
品
部
品
個
別
同
町
田
引

Z
剖
引

側
一

一
地
一

一
京
川
玉
一
強
烈
本
拭
品
世
梢
咋
真
山
賀
引
川
山
川
島
知
抗
手
品
川
森
川
市
削
阿
主
阜
野
潟
品
口
山
取
組
佐
木
川
分
的
引
山
崎

一

材

紙

弘

一
車
川
崎
千
山
川
畑
英
件
十
八
京
共
話
相
川
抽
刷
石
市
香
位
一
一
両
官
公
附
秋
背
山
愛
静
一
一
一
岐
長
新
山
岡
山
川
品
向
控
除
制
犯
人
長
信
曲
目

都三去

時

論

地
租
白
改
正
を
諭
ず

都
二
十
丸
谷

:Ji. 
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地
相
自
改
正
止
論

γ

第
二
十
九
谷

第
四
批

回
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
明
治
四
十
五
年
じ
於

τ
賃
貸
伺
格
が
地
価
恨
山
四
五
・
一
パ

1

セ
V

ト
な
り
し
も
の
が
、

，、
F、

五
四

O

t首

昭
和
二
年
に
は
入
入
二
バ

1
セ
ン
ト
に
上
り
、
約
二
仰
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
o

而
し
て
此
聞
に
キ
均
倒
的
制

合
(
叩
巳
2
d
p
r
C
M
M四
n
N

弘
同
日
)
は

0
・
二
三
一
二
よ
九
ソ

0
・
一
九
八
に
減
じ
て
ゐ
る
。

i];111山地仰と賃貸倒怖と山聞係比較去

一
な
一

3
〉

3
J
3
3
7
B
4
9
1
8
9
9
3
5
7
U
9
5
2
6
7
0
2
6
9
7
1
8
3
9
5
3
0
9
3
9
4
8
8
0
0
日

7
8

1

一
括
一
円
川
川
T
h
M
山明日

h
h
l
引

9
6
8
1
2
6
4
8
0
6
8
0
6
8
6
5
5
0
6
0
1
7
6
3
7
8
8
4
1
5
9
0
0
m
r
6

-

-

h

い一

i

F

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

l
i
t
-

四
“
4
一

目

ぷ

M
石川一

一
三
一
肝
一
一

今
一
山
山
I
l
l
1
1
i
l
i
-
-
1
i
I
l
l
i
-
-
I
l
-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-

一
一
一
側
一
川
酬
酬
州
刷
州
側
酬
醐
側
四
国
瑚
州
問
削
酬
酬
醐
剛
一
州
州
酬
川
酬
剛
叫
川
町
刷

M
剛
山
一
州
側
内
部
削
削
印
刷
刷
川
山
川

一
府
一
日

9
U
川
町

H

8
団
羽
田
出
血
日
田
山
田
斜
路
却
担

7
7
8
B
5
9
日
M

U
回
目
白

H
7
M
回
同
日

6
R
7
7
8
日

6

h
引

一

回

一

一
E
一

附
日
r
|
I
l
l
i
-
-
I
1
1
i
1
l
I
l
l
i
-
-
1
1
i
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
-
-
I
l
l
-

ハ
リ
一

1
6
2
1
2
1
2
1
3
4
6
8
9
6
1
0
3
2
7
9
9
7
2
1
9
6
I
5
2
9
7
9
3
3
1
4
3
2
6
4
5
7
0
n
o

μ
一
2
1
1
1
2
1
1
2
3
8
2
1
3
2
1
4
5
8
2
2
1
J
1
4
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1

一
倒
-

一
山
也
一

一
同
一
時
日
叫
ん
叫
却
…
百
四
品
目
引
抱
一
先
立
山
田
日
目
需
品
加
品
川
崎
町
引
出
回
叫
曲
目
同
一
七
山
印
刷
叩
出
均
一
叫
一
訪
日
刷
出
刊
加
訂
町
却

Z
合
-
一

一則一間

半
一
引
二

町
匝
司
「

l
i
l
i
-
-
1
1
l
i
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

十
一
剛
一
側
刷
阿
川
耐
酬
一
川
町
小
川
畑
町
川
醐
剛
山
相
川
削
州
陶
市
山
酬
州
制
刑
制
制
蜘
附
い
比
例
抑
制
制
刈
川
酬
剛
山
拙
州
側
川
剛

山
一
防
一

6
5
7
5
同
8
5
5
戸
6
7
9
M
S
M
8
6
9
9
8
5
4
4
4
4
5
日
刊

U
9
6
6
刊
4
刊
8
7
9
?
5
6
5
7
6
4

s

一
首
一

花
一
卸
一

明
一
貨
一

第四去
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一ω
一6
2
9
0
0
2
5
3
9
7
1
6
3
9
1
6
7
4
2
i
2
2
3
3
5
3
0
4
8
1
9
1
8
2
3
3
4
8
2
2
9
8
7
2
6

一位一
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
8
1
1
3
4
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

一
回
民
一

一
地
一

一
京
川
玉
一
主
主
蚊
瓜
版
柿
咋
良
山
梨
仲
川
山
川
品
知
笠
宇
品
川
森
市
知
山
川
抗
阜
閥
均
山
口
山
山
富
組
本
山
川
分
崎
白
山
崎

一

車

蹴

日

比

一
一
地
刊
坊
千
山
栃
英
治
大
京
共
奈
和
地
一
川
石
宵
杏
仰
向
宮
山
U
踊
秋
背
山
愛
静
三
岐
世
新
山
山
同
日
品
愛
市
町
州
大
長
侶
山
山

州
に
つ
い
て
見
る
に
、
地
調
ざ
賃
貸
償
絡
ご
の
比
は
四
人
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
よ
h
入
L

ハ
・
七
ρ
1
h
E
Y
ト
仁
約
一
一

倍
し
て
ゐ
る
。
平
均
侃
街
割
合
は

0
・
三
一
二
よ
り

0
・
二
六
五
に
減
じ
て
ゐ
る
の
で
め
る
。

と賃貸僧怖との胤係比較去

一
一
岬
一
割
制
矧
剖
削
剥
引
制
釧
劃
制
引
制
約
制

利
一
一
一
一
叩
刷
刷
日
程
山
山
山
冊
目
同
制
田
町
川
宮
町

附
一
中
川
割
引
自
制
割
引
制
川

町一時一
I

M

A

M

1

3

1

1

1

3

M

6

時

地
利
の
政
正
止
論
ず

予I
P'.L] 

部
凹
銃

論

第
二
寸
九
谷

1.1叫i:'卜土~J=70.;~
平.l'-'J1111i向 =47.0:J
斗ー均M陥~，~合 =o.O !î n

拘 ~lBA
情 =7.45aa
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~I陥

地
相
山
町
助
計
を
諭
ず

第
二
寸
九
を

-1; 
o 

五
P.LJ 

第
四
脱

山
一
一

f
一
川
一
附
州
酬
…
川
棚
…
川
…
酬
…
削
…
剛
一
山
…
川
一
酬
明
一
山
剛
一
四
一
制
抑
制
加
…
州
側
山
中
剛
醐
剛
山
剛
一
山
訓
蜘
一
酬
削
…
川
一
抑
制
刑
制
一
削
川
柳
…
削
船
刑
制

同
一
山
一
同
一
部
拍
相
川
叫
品
叫
出
剖
凶
射
訓
何
回

M
m
M
別
訓
郡
山
剖
泊
町
剖
品
加
却
加
油
田
町
加
却
刷

M
M
凶
日
川
河
川
山
山
山

4
・
1
-
Z
一
3
d

百
一
同
一
削
一
:
:

-山吻一

ri
品、一

去

一

一

州

一

3
}
6
0
h
0
0
0
0
》
3
0
0
}
5
9
0
一》
H
O
}戸

3
2
ら

3
h
O
0
3
ミ
O
)
0
0
3
5
ら
1
)
)
o
，

}

)

宜

一

一

刻

叩

ヨ

訓

同

町

町

9
M
m
g
ら

配

F
b
d
a
m
s
o
乃

ι白
川
リ
削
引

D
U
9
3
8
8
2
R
6
0
割

引

6
1
0
0
0
8
0
U
2

“。J

H
-

一
山
一
目
$
2
2
4
4
4
3
4
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
E
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
6
9
8
7
6
2

古

一

一

倒

2

一
卜
同
「
1
1
1
1
1
1
I
1
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1
i
l
l
-
-

一
一
以
川
ゴ
離
れ
平
批
叫
臥
都
仲
此
山
官
庁
川
山
川
山
知
杭

F
山
町
教
お
同
町
凶
器
町
脅
し
何
日
山
出
町
山
葉
山
川
市
川
崎
町
山
崎

一

一

年

批

叫

一

一

点

制

ザ

T
川
制
攻
川
小
八
五
戸
川
副
刷
世
相
川
山
古
川
山
内
町
山
和
秋
背
山
愛
州
市
一
一
一
件
説
中
山
川
内
川
山
愛
古
川
大
-
花
胤
h
u

宅
地
に
於

τは
此
十
七
年
間
に
地
価
問
ピ
賃
貸
倒
桁
正
の
関
係
数
が
一
人
・
四
バ

1
h
t
y
ト
よ
b
七

0
・J
一バ

1
セ

y

ト
に
約
四
伯

L
、
平
均
偏
侍
割
合
が

0
・
問
。
五
よ

b
0・
六
六
九
に
増
し

τゐ
る
。

以
上
叫
一
三
表
的
結
果
を
考
ふ
る
に
、
各
府
腕
毎
に
そ
れ
ム
¥
特
徴
を
一
不

L
て
ゐ
る
。
之
を
会
倒
的
仁
綜
合
し
て

見
る
吉
、
賃
貸
倒
的
の
増
加
率
が
宅
地
に
於
て
は
川
畑
に
於
け
る
よ
り
も
三
位
L
τ
ぬ
る
の
を
創
る

ωで
あ
る
c

真
に
宅
地
の
賃
貸
倒
治
的
謎
化
は
、

問
仰
の
賃
貸
偲
絡
の
鋭
化
に
比
[
不
規
則
な
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

の
如
〈
此
十
七
年
の
間
に
賃
貸
償
給

ω鈍
化
が
若
ゐ

L
〈
現
は
れ
、
且
つ
其
の
品
開
化

ω割
合
が
地
方
仁
よ
h
宅
地

回
州
に
よ
り
異
っ
て
ゐ
る
ご
す
る
ピ
.
賃
貸
岬
国
松
り
調
査
も
再
々
之
を
行
ム
必
裂
が
ゐ
る
の
で
ゐ
品
。

j第
1m 

賃
貸
債
格
主
義
の
採
用

算術品
21':よも'J1ω
平均11品

カ通



演
口
内
閣
は
来
議
曾
に
地
租
の
改
正
案
を
提
出
し
、
其
改
正
案
に
依
っ
て
地
視
の
課
税
標
準
を
地
償
よ
b
賃
貸

債
格
に
改
め
ん
Z
し
て
ゐ
る
ぜ
侍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
具
髄
的
の
案
が
俊
表
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
弦
に
賃
貸
償

絡
主
義
の
採
用
に
闘
し
て
超
h
得
ペ
き
重
要
な
る
問
題
を
列
由
帯
し
て
お
-
』
う
。

一
、
原
則
正
し

τ地
価
唄
に
代
へ
て
土
地
賃
貸
伺
格
を
地
租
の
課
税
制
町
準
仁
採
用
す
る
事
は
必
要
で
あ
る
。

蓋

L
、
前
掃
の
諸
統
計

ω示
す
如
〈
、
東
京
府
の
標
本
訓
査
に
つ
い
い
で
見
る
も
、

四
十
五
府
脈

ω統
計
制
査
に
よ
る

も
、
釘
付
げ
の
地
債
な
る
も
の
は
到
底
之
を
支
持
[
雑
〈
.
且
つ
現
行
地
租
の
貨
際
が
賃
貸
借
格
主
義
に
向
ひ
っ

、
あ
る
一
帯
ιr知
る
の
で
あ
る
o

か
の
第
三
陣
所
得
枕
に
於
工
は
、
所
得
小
な
ら
ば
兎
枕
廿
一
ら
れ
、
所
得
大
な
ら
ば

国
前
進
的
に
大
な
る
租
税
を
負
飽
す
る
に
拘
ら
中
、
地
租
に
於
て
は
賀
町
民
倒
椅

ω騰
落
を
問
は
す
、
賃
貸
倒
格
の
磁

勤
を
悶
は
-T.

一
つ
に
釘
づ
け
の
地
債
を
課
税
標
準
ご
し
て
地
相
を
納
付
す
る
事
芭
な
っ
て
ゐ
る
o
戒
は
循
税
カ

大
な
る
も
の
に
し
て
少
額
の
地
租
を
支
抑
ひ
、
戒
は
地
調
枕
カ
小
な
る
も
の
に
し
て

E
額
の
祖
税
負
路
仁
苦

L
む
者

の
ゐ
る
の
は
、

地
租
が
地
同
慣
を
課
税
棋
準
・
に
ご
る
以
上
は
巳
む
を
得
な
い
の
で
ゐ
る
。
従
て
資
民
倒
格
又
は
貨

貸
欄
格
的
暴
腿
せ
る
土
地
の
所
有
者
は
、
然
ら
ぎ
る
土
地
の
所
布
者
の
利
盆
を
犠
牲
に
し
て
・
更
に
然
ら

F
る一

般
枇
曾
の
負
抽
出
に
於

τ松
宮
地
租
を
負
婚
し
、
業
富
及
び
止
(
牧
盆
を
不
蛍
に
増
し
っ
、
ゐ
る
事
は
疑
な
き
事
貨
で

ゐ
る
o

枇
曾
の
此

ω不
正
義
を
救
済
す
る
手
段
ご
し
て
、
地
価
慣
を
姶

t
、
賃
貸
耐
慣
格
を
採
用
す
る
事
は
常
然
の
要

求
で
ゐ
る
。
こ
れ
原
則
的
に
賃
貸
欄
硲
主
義
に
賛
成
す
る
所
以
で
あ
る
。

"， 
歯

地
租
白
改
正
E
諭
ず

第
三
十
丸
谷

亙
凹
三

第
四
蹴

じ



時

論

地

租

の

改

正

を

諭

f

二
、
賃
貸
債
格
の
調
査
は
、
毎
五
年
更
新
す
る
を
必
要
正
す
る
。
現
に
大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
在
の
賃
貸
樹

第
ニ
十
九
巻

五
回
凶

協
凶
抗

七

格
な
る
も
の
は
、
三
年
生
・
を
経
た
る
現
今
に
あ
b
て
は
、

か
な

h
の
不
会
卒
を
伴
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
州
出

化
栃
・
り
な
き
宅
地
の
賃
貸
慣
絡
に
於
て

三
年
前
の
調
査
に
不
通
蛍
な
る
も
の
、
あ
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

賃
貸
倒
絡
の
縫
動
が
比
較
的
少
L
t
稗
せ
ら
る
、
旧
仁
つ
い
て
見
る
も
、
過
去
五
年
の
小
作
料
の
卒
均
己
し
て
は

三
十
五
回
見

4

富
山
り
米
が
基
縫
正
な
っ
て
賃
貸
倒
絡
が
算
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
仁
拘
ら
す
、
今
日
に

τは
米
が
二
十
八

岡
正
な
っ
て
ゐ
る
己
せ
ば
、
骨
四
に
不
都
合
を
生
中
る
も
の
で
あ
る
G

こ
れ
賃
貸
厨
格
を
怖
に
更
新
す
る
必
要
ゐ
り

ご
云
ム
所
以
で
あ
る
o

反
謝
論
ご
し
て
は
五
年
毎
の
更
新
は
調
査
費
用
を
徒
ら
に
膨
大
な
ら
し
む
る
古
云
ふ
り
で

あ
る
が
、
之
に
つ
い
て
は
私
は
い
さ
、
か
見
解
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
数
十
年
抜
b
仁
行
つ
允
訓
査

t
あ
る
か

ら
千
百
内
回
か
、
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
五
年
目
録
に
賃
貸
傑
椅

ω不
都
令
な
る
倒
所
を
一
部
矯
正
す
る
ご
せ
ば
、
毎

五
年
じ
一
コ
臼
南
国
見
首
の
費
用
に
て
充
分
な
り
ご
忠
は
れ
る
の
で
ゐ
る
。
省
L
毎
五
年
に
二
百
部
闘
に
て
足
れ
り

ご
せ
ば
、

一
年
嘗
h
四
十
苗
阿
国
的
史
朗
正
な
る
の
で
ゐ
る
o

而
も
此
四
十
高
凶
は
躍
仁
闘
税
地
租
の
課
税
に
役
立

つ
の
み
な
ら
宇
、
地
租
附
加
枕
の
不
a
公
平
を
正

L
、
夏
に
所
得
税
争
相
縦
枕
の
算
定
に
有
力
な
る
材
料
を
典
ふ
る

事
正
な
ゐ
の
で
ゐ
4
Q
U

か
く
考
ふ
れ
ば
.
毎
五
年
の
賃
貸
樹
格

ω調
査
な
や
も

ωは、
さ
ま
で
大
な
る
負
慌
で
な

(
な
る

ω
で
ゐ
る
。
地
債
を
賃
貸
償
絡
に
縫
夏
し
た
る
精
肺
が
.
的
も
賃
貸
債
格
の
調
査
を
五
年
毎
に
繰
返
す
事

を
要
求
す
る
精
榊
ご
な
る
の
で
あ
る
。



一
、
賃
貸
債
務
主
義
を
採
用
す
る
に
蛍
h
経
過
的
規
定
を
過
賞
に
定
h
U

る
を
要
す
る
山
り
で
あ
る
Q

思
ム
に
賃
貸

回
明
格
主
義
を
直
も
に
共
の
ま
、
質
施
す
る
時
に
は
、

土
地
の
賛
同
月
倒
絡
及
び
土
地
の
賃
貸
国
間
格
に
か
な
り
の
波
動

を
奥
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
即
も
此
の
改
正
に
よ
b
税
額
増
加
す
る
も
の
は
其
土
地
の
賃
貸
倒
絡
を
減
少
[
、
枕
額

減
少
す
る
も
の
は
其
土
地
の
賃
貸
傾
格
を
増
加
す
る
事
正
な
る
。
叉
土
地
の
寅
寅
債
格
に
つ
い
て
見
る
に
、
税
制

の
品
世
勤
せ

L
差
舗
を
一
一
見
本
仁
還
元
せ
し
狐
を
見
嘗
ご
し
て
時
間
落
す
る
泊
目
指
を
生
十
る
の
で
ゐ
品
。
勿
論
、
土
地
の

所
有
者
が
過
去
よ
・
り
引
総
量
同
一
人
な
る
時
に
は
過
去
又
は
将
来
の
旧
国
失
を
将
来
又
は
過
去

ω利
徒
に
よ
り
柿
2

事
ど
な
る
に
よ
与
、
遣
制
倒
的
に
云
へ
ば
地
視
負
婚
の
公
平
を
保
ち
得
る
ね
け
で
あ
る
o

然
れ
げ
と
も
地
温
仁
土
地
を

購
入
し
、
又
は
最
近
に
土
地
を
斑
却
し
に
る
人
は
、
賃
貸
伺
絡
主
義
の
採
用
に

J

h
地
租
枕
初
に
縫
動
営
住
中
る

場
合
に
於
て
は
、
或
は
不
嘗
に
利
盆

L
、
或
は
不
賞
に
損
失
ef
受
け
る
結
巣
ご
な
る
の
で
あ
る
o

放
に
経
過
的
規

定
己
し

τ地
租
税
務
額
勤
の
緩
街
地
帯
を
設
り

τ岡
滑
に
所
期
の
目
的
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
。
品
川
此
山
貼
に
開

し
て
は
第
五
十
一
議
曾
ご
第
五
十
二
議
曾
ご
仁
於
て
ニ
つ
の
問
調
!
り
た
る
委
員
曾

ω袋
町
汎
が
反
映
せ
ら
れ
ァ
、
ゐ
る
。

第
五
十
一
議
曾
に
於
て
小
川
郷
太
郎
博
士
は
委
員
曾
の
経
過
を
報
告
し
て
臼
〈
、

ν柏
市
ノ
如
キ
山
賃
貸
伺
椅
ガ
非
常
三
品
ク
ナ
リ
マ
ス
カ
ラ
シ
テ
、
地
租
ノ
負
拙
ハ
都
市
一
一
大
半
集
マ
ル
コ
ト
一
回
ナ
リ
ハ
セ
ヌ
ヵ
、
少
レ

z
刻
シ
テ

ρ

緩
和
ノ
規
定
ヲ
必
要
ト
シ
ナ
イ
方
ト
云
7

質
問
毛
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
ソ
レ
そ
他
二
地
租
峠
例
ノ
改
正
法
律
案
ガ
山
ル
時
分
一
一
掛
川
ス
ル
ト
一
五
フ

ヨ
ト
ヂ
ア
り
マ
シ
タ
」

"を

論

地
租
白
改
正
世
論
ず

第
ニ
十
九
位
世

五
四
五

第
四
航

七



11与

論

地
租
四
改
正

E
諭
ず

第
二
十
九
番

五
四
六

第
四
抑

七
回

叉
第
五
十
二
議
品
目
に
於

τは
、
折
原
巳
一
郎
氏
が
委
員
曾

ω三
つ
の
希
望
一
の
一
、
と
し
て
究
り
如
き
報
告
を
し

τゐ

る
o 

若
シ
ク
賃
貸
悦
怖
ノ
脆
武
ヒ
ル
が
純
一
一
、
地
机
負
拙
ノ
帥

J
A

一
ア
急
減
一
一
噌
加
ヌ
ペ
キ
土
地
一
一
樹
シ
、
之
ヲ
絞
利
ス
ベ
キ
川
的
ソ
叫
テ
、
或
ル
制
限

ヲ
設
タ
ヤ
ウ
Lr

一
五
フ
ヤ
ウ
ナ
場
合
ユ
ハ
最
モ
悦
草
分
ル
帯
念
ヲ
姉
ツ
一
7

諒
枕
怯
改
正
ノ
意
義
ヲ
段
拙

N

ピ
ア
イ
コ
ト
。

同
者
共
に

b

賃
貸
償
格
主
義
を
採
用
す
る
仁
賞
。
絞
街
地
棉
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大
な
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害
関
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を
費
す
事
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な
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。
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防
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問
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雌
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る
が
‘
之
正
並
ん
で
課
税
物
件
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正
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て
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ら
な
い
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た
る
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き
も
の
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し
て
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土
地
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り
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落
せ
る
も
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地
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地
目
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ん
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務
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歩
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進
め
地
其
白
身
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つ
い
て
の
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題
ど
し
て
布
積
地
の
面
積
り
測
量

を
や
り
直
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必
要
が
ゐ
る
。
此
等
の
議
鮎
を
考
ふ
れ
ば
、
我
凶
の
地
租
に
は
術
改
良
の
伶
地
が
少
な
か
ら
宇
作
し

て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
然
れ
ど
も
、

少
〈
ご
も
課
税
様
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地
価
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よ
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貸
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に
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め
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事
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来
れ
ば
、

力通
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の
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穫
な
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t
一
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ひ
得
る
の
で
あ
る
。


